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議案第  ４０  号  

 

 

   流山市附属機関に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市附属機関に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。  

令和７年６月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  附属機関である流山市福祉施策審議会の委員の構成及び定数

を変更するためである。  



   流山市附属機関に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市附属機関に関する条例（昭和４６年流山市条例第６号）の一部

を次のように改正する。  

 別表流山市福祉施策審議会の項中  

「     

を  

 １  福祉サービスの提供を受ける者を代  

表するもの  

２  ボランティア団体を代表する者  

３  社会福祉法人の役員又は職員  

４  民生委員（児童委員）  

５  医師会を代表する者  

６  歯科医師会を代表する者  

７  学識経験を有する者  

８  関係行政機関の職員  

９  市民等  

２人  

 

１人  

２人  

１人  

１人  

１人  

１人  

２人  

７人  

 

   」  

「     

に改める。  

 １  福祉サービスの提供を受ける者を代  

表するもの  

２  福祉サービスを提供する者  

３  流山市社会福祉協議会を代表する者  

４  民生委員（児童委員）  

５  医師会を代表する者  

６  歯科医師会を代表する者  

７  学識経験を有する者  

８  関係行政機関の職員  

９  市民等  

２人  

 

２人  

１人  

１人  

１人  

１人  

１人  

１人  

５人  

 

   」  

   附  則  

 この条例は、令和７年１１月２４日から施行する。  

 



議案第  ４１  号  

 

 

流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

令和７年６月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方公共団体情報システムの統一・標準化による標準化基準

に適合する基幹業務システムへの移行に伴い、住登外者宛名番

号管理機能に係る事務を個人番号が利用できる事務として追加

するとともに、住登外者宛名情報を庁内連携において利用でき

る特定個人情報に追加し、その細則について規則に委任するほ

か、所要の改正を行うためである。  



流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例  

流山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成２７年流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

第４条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。  

４  市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必

要な限度で、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能

であって本市の住民基本台帳に登録されていない者（以下「住登外

者」という。）を特定する固有の番号を付番し、管理するもの（以下

「住登外者宛名番号管理機能」という。）による住登外者の情報の管

理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）であって自ら

が保有するものを利用することができる。  

別表第１の２３の項を次のように改める。  

２３  市長  住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの  

 別表第１中２６の項を２７の項とし、２５の項の次に次のように加え

る。  

２６  教育委員

会  

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの  

 別表第２の６の項特定個人情報の欄中「住民票関係情報」の次に「及

び住登外者宛名情報」を加え、同表８の項特定個人情報の欄中「及び国

民健康保険法」を「、国民健康保険法」に改め、「「医療保険給付関係

情報」という。）」の次に「及び住登外者宛名情報」を加え、同表１０

の項特定個人情報の欄中「住民票関係情報」の次に「及び住登外者宛名

情報」を加え、同表１２の項及び１３の項特定個人情報の欄中「及び地

方税関係情報」を「、地方税関係情報及び住登外者宛名情報」に改め、

同表１４の項特定個人情報の欄中「住民票関係情報」の次に「及び住登

外者宛名情報」を加え、同表１５の項及び１６の項特定個人情報の欄中

「及び生活保護関係情報」を「、生活保護関係情報及び住登外者宛名情

報」に改め、同表１８の項特定個人情報の欄中「及び地方税関係情報」

を「、地方税関係情報及び住登外者宛名情報」に改め、同表１９の項及



び２０の項特定個人情報の欄中「及び医療保険給付関係情報」を「、医

療保険給付関係情報及び住登外者宛名情報」に改め、同表２１の項特定

個人情報の欄中「及び生活保護関係情報」を「、生活保護関係情報及び

住登外者宛名情報」に改め、同表２２の項特定個人情報の欄中「及び地

方税関係情報」を「、地方税関係情報及び住登外者宛名情報」に改め、

同表２３の項を削る。  

 別表第３の１の項及び２の項特定個人情報の欄中「及び生活保護関係

情報」を「、生活保護関係情報及び住登外者宛名情報」に改め、同表中

３の項を４の項とし、２の項の次に次のように加える。  

３  教育

委員会  

住 登 外 者 宛 名 番 号 管 理 機 能

に よ る 住 登 外 者 の 情 報 の 管

理 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規

則で定めるもの  

市長  住登外者宛名情

報であって規則

で定めるもの  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 



議案第  ４２  号  

 

 

   流山市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  市長の事務部局の職員の定数を増員するとともに、定数外と

する職員に配偶者同行休業取得者並びに国及び他の地方公共団

体への派遣職員を加え、職員の定数の適正化を図るためであ

る。  



   流山市職員定数条例の一部を改正する条例  

 流山市職員定数条例（昭和４１年流山市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。  

 第２条第１号中「８００人」を「８７０人」に改める。  

 第３条第１項中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を

第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。  

（３）配偶者同行休業をしている職員  

（４）国及び他の地方公共団体への派遣職員  

 第３条第２項中「第４号」を「第６号」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



議案第  ４３  号  

 

 

   流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  

 流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条第１項の

規定による消防の相互の応援及び同法第４５条第１項に規定す

る緊急消防援助隊として業務に従事した場合の手当の額を国に

準じて定めるとともに、高病原性鳥インフルエンザ等に係る防

疫作業に従事した場合の手当の額を県に準じて定めるほか、所

要の改正をするためである。  

 

 

 

 

 

 

 

 



流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

流山市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５２年流山市条例第９

号）の一部を次のように改正する。  

別表危険な業務に従事する職員の特殊勤務手当の項災害等危険作業手

当の目を次のように改める。  

災 害 等

危 険 作

業 手 当 

震災、風水害等の警戒及び応急・復

旧措置並びに救難、事故処理等の危

険な業務に従事した者（防疫手当及

び清掃業務手当の支給対象となる者

を除く。）  

日額  ３５０円  

異 常 な 自 然 現 象

又 は 大 規 模 な 事

故 に よ り 重 大 な

災 害 が 発 生 し た

場 合 に 、 本 市 の

区 域 以 外 の 地 域

に お い て 、 消 防

組 織 法 （ 昭 和

２ ２ 年 法 律 第 

２ ２ ６ 号 ） 第 

３ ９ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 相 互

の 応 援 に 基 づ く

業 務 に 従 事 し た

者 又 は 同 法 第 

４ ５ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 緊 急 消

防 援 助 隊 と し て

業 務 に 従 事 し た

者  

大 規 模 な 災 害 と

し て 市 長 が 認 め

る 災 害 か つ 市 長

が 著 し く 危 険 で

あ る と 認 め る 区

域 で 行 わ れ た 作

業 に 従 事 し た 者 

日額  ２，１６０円 

上記以外の者  日額  １，０８０円 

別表保健衛生業務に従事する職員の特殊勤務手当の項防疫手当の目を

次のように改める。  



防 疫 手

当  

口 蹄 疫 、 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン

ザ 、 低 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 等

（以下「口蹄疫等」という。）のま

ん延を防止するために行う、家畜の

と殺若しくは死体の焼却若しくは埋

却の作業又は口蹄疫等の病原体に汚

染し、若しくは汚染した疑いのある

物件、場所等の消毒の作業に従事し

た者  

日額  １，６５０円 

上記以外の防疫業務に従事した者  日額  ３３０円  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後に職員が特殊な勤務に従事した場合

について適用し、同日前に職員が特殊な勤務に従事した場合について

は、なお従前の例による。  



議案第  ４４  号  

 

 

   流山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について  

 流山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

（令和７年法律第５号）による地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第１１０号）の一部改正に伴い、部分休

業制度を拡充するためである。  



流山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

流山市職員の育児休業等に関する条例（平成４年流山市条例第２号）

の一部を次のように改正する。  

 第１条中「第１９条第３項」を「第１９条第６項」に、「第１９条第

１項及び第２項」を「第１９条第１項から第３項まで及び第５項」に改

める。  

 第９条中「及び勤務日ごとの勤務時間」を削り、「（以下「短時間勤

務職員」という。）を除く」を「を除く。次条において同じ」に改め

る。  

 第１０条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条

第１項中「部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業を

いう。以下同じ。）の承認は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成７年流山市条例第７号。以下「勤務時間条例」という。）第８条

第１項に規定する正規の勤務時間（非常勤職員（短時間勤務職員を除

く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について

定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて」を「育児休業法第  

１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部

分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は」に改め、同条第

２項中「勤務時間条例第１４条」を「職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成７年流山市条例第７号。以下「勤務時間条例」という。）第

１４条」に、「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第３項中

「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条の次に次の４条を加え

る。  

 （第２号部分休業の承認）  

第１０条の２  育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求

する同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」とい

う。）の承認は、１時間を単位として行うものとする。ただし、次の

各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第

２号部分休業を承認することができる。  

（１）１回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある

場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったと

き。  当該勤務時間の時間数  

（２）第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であっ



て、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき。  当該

残時間数  

 （育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間）  

第１０条の３  育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間

は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。  

 （育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準

として条例で定める時間）  

第１０条の４  育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める

時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める時間とする。  

（１）非常勤職員以外の職員  ７７時間３０分  

（２）非常勤職員  当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に

１０を乗じて得た時間  

 （育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情）  

第１０条の５  育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情

は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこ

とその他の同条第２項の規定による申出時に予測することができなか

った事実が生じたことにより同条第３項の規定による変更（以下「第

３項変更」という。）をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に

達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情

とする。  

 第１１条中「職員が」の次に「育児休業法第１９条第１項に規定す

る」を加える。  

 第１２条中「第１９条第３項」を「第１９条第６項」に、「次に掲げ

る事由」を「職員が第３項変更をしたとき」に改め、同条各号を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（令和

７年法律第５号）による改正後の育児休業法第１９条第２項第２号に

掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和８年３月３１日

までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例



による改正後の流山市職員の育児休業等に関する条例第１０条の４の

規定の適用については、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは

「３８時間４５分」と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とす

る。  

 （流山市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正）  

３  流山市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

４３年流山市条例第３０号）の一部を次のように改正する。  

  第１４条第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達

するまでの子」に、「一部を」を「全部又は一部を」に改める。  



議案第  ４５  号  

 

 

   職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について  

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  妊娠及び出産時並びに育児期の職員への仕事と育児との両立

支援制度の利用に関する意向確認等について定めるためであ

る。  



職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年流山市条例第７号）

の一部を次のように改正する。  

 第１６条第１項中「第１６条の３第１項」を「第１６条の４第１項」

に改める。  

 第１６条の４を第１６条の５とする。  

 第１６条の３第１項中「申告、請求又は申出（次条において「請求

等」という。）」を「請求等」に改め、同条を第１６条の４とし、第

１６条の２の次に次の１条を加える。  

 （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等）  

第１６条の３  任命権者は、流山市職員の育児休業等に関する条例（平

成４年流山市条例第２号）第１３条第１項の措置を講ずるに当たって

は、同条の規定による申出をした職員（以下この項において「申出職

員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。  

（１）申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号にお

いて「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせ

るための措置  

（２）出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」と

いう。）に係る申出職員の意向を確認するための措置  

（３）流山市職員の育児休業等に関する条例第１３条の規定による申出

に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に

起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予

想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に

資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置  

２  任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項におい

て「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲

げる措置を講じなければならない。  

（１）対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号にお

いて「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせる

ための措置  

（２）育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認する

ための措置  

（３）対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象



職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想され

る職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事

項に係る対象職員の意向を確認するための措置  

３  任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認

した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならな

い。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に

おいても、この条例による改正後の第１６条の３第２項の規定の例に

より、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合におい

て、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じら

れたものとみなす。  



議案第  ４６  号  

 

 

   流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

         流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改

正する法律（令和７年法律第５０号）による国会議員の選挙等

の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９号）

の一部改正を踏まえ、選挙長等の報酬の額を改めるためであ

る。  



流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例  

流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１４年流山市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

第７条第４項中「９６５円」を「１，１１３円」に、「４８２円」を

「５５７円」に、「８２６円」を「９４８円」に、「４１３円」を「４７４

円」に改める。  

 別表第３中  

「    

を  

「    

に改める。  

 １回  １０ ,８００円    １回  １２ ,２００円   

 １回  １２ ,８００円    １回  １４ ,５００円   

 １回  １１ ,３００円    １回  １２ ,８００円   

 １回  １０ ,８００円    １回  １２ ,２００円   

 １回  １０ ,９００円    １回  １２ ,４００円   

 １回   ９ ,６００円    １回  １０ ,９００円   

 １回  １０ ,９００円    １回  １２ ,４００円   

 １回   ８ ,９００円    １回  １０ ,１００円   

 １回   ８ ,９００円    １回  １０ ,１００円   

  」    」  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に初め

て行われる選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第９５条

の規定による投票に従事した者に対して支給する報酬から適用する。  



議案第  ４７  号  

 

 

   流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例及び流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビ

ラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例及び流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビラの作成の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第  

２００号）による公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）の一部改正を踏まえ、流山市議会議員及び流山市長の選挙

に係る選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成に係る公

費負担額を引き上げるためである。  



  流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例及び流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビ

ラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例  

（流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負担に  

関する条例の一部改正）  

第１条  流山市議会議員及び流山市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例（平成６年流山市条例第１号）の一部を次のように改

正する。  

第９条中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改める。  

（流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビラの作成の公費負担

に関する条例の一部改正）  

第２条  流山市議会議員及び流山市長の選挙におけるビラの作成の公費

負担に関する条例（平成１９年流山市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第４条及び第５条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市議会議員及び流山市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例及び流山市議会議員及び流山市長

の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される

選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙

については、なお従前の例による。  



議案第  ４８  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

令和７年６月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  流山スポーツフィールドＡ面人工芝化工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ３６５，７５０，０００円  

４  契約の相手方  流山市おおたかの森西三丁目３番地の３  

          イズミ・コウヨウ特定建設工事共同企業体  

          構成員  流山市おおたかの森西三丁目３番地の３  

         （代表者）株式会社イズミ  

              代表取締役  倉持  和幸  

          構成員  流山市前ケ崎３８８番地の１  

              株式会社コウヨウ  

              代表取締役  大藤  瑠介  

 

 



参考資料  

 

流山スポーツフィールドＡ面人工芝化工事概要  

 

１  工事場所  流山市大字下花輪３３７番地の１  

 

２  工事概要   

（１）施設撤去工         一式  

（２）雨水排水設備工       一式  

（３）照明設備工         一式  

（４）グラウンド・コート舗装工  一式  

 

３  工   期  議会の議決の日の翌日から令和８年３月１５日まで  

 

４  設   計  東京都渋谷区本町１－４－３  エバーグレイス本町１階  

       株式会社東京ランドスケープ研究所  

 

５  施   工  流山市おおたかの森西三丁目３番地の３  

イズミ・コウヨウ特定建設工事共同企業体  

 

６  工 事 費 ３６５，７５０，０００円  

 

  入札金額  ３３２，５００，０００円（税抜）  

  請負代金額 ３６５，７５０，０００円（税込） 《 消 費 税 率 １ ０ ％ 》  

  うち取引に係る （３３，２５０，０００円）  

消費税及び地方消費税の額 



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

所 在 地 本　　　　　社

許 可 年 月 日

及 び 番 号

営 業 種 目

区　　　分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

過 去 ２ か 年 の 令和５年６月期 404,034 863,903 1,267,937

平 均 完 成 工 事 高 令和６年６月期 852,742 711,739 1,564,481

平　　　均 628,388 787,821 1,416,209

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

１２０，８３５，０００円

令和４年１１月１７日から令和５年９月２０日まで

元請

前ケ崎交差点改良工事

流山市

１１６，９９６，０００円

過去の主な工事経歴

中央消防署移転に伴う造成工事

流山市

２１７，８１７，６００円（出資比率７０％）

令和４年６月２３日から令和５年７月３１日まで

特定ＪＶ

南流山中央公園再整備工事（その１）

流山市

令和５年８月３日から令和６年１１月１５日まで

元請

千葉県知事許可（特－３）第２８２２９号

土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、造園工事業、解体工事業

令和３年８月１０日

千葉県知事許可（般－３）第２８２２９号

管工事業

土木工事、とび・土工工事、舗装工事、造園工事、解体工事、管工事

業    者    経    歴    表

株式会社イズミ

代表取締役　倉持　和幸

６３６，７６０千円　(資本金額 ２０，０００千円）

流山市おおたかの森西三丁目３番地の３

令和３年８月１０日



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

所 在 地 本　　　　　社

許 可 年 月 日

及 び 番 号

営 業 種 目

区　　　分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

過 去 ２ か 年 の 令和５年９月期 149,987 154,153 304,140

平 均 完 成 工 事 高 令和６年９月期 61,022 142,219 203,241

平　　　均 105,505 148,186 253,691

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態

元請

１７，０５０，０００円

令和５年６月１日から令和５年９月３０日

元請

県単運動公園周辺地区整備工事（２号調整池付帯工事その
２）

千葉県流山区画整理事務所

２１，３６３，１００円

土木工事、とび・土工工事、舗装工事、石工事、鋼構造物工事、解体工事

過去の主な工事経歴

中央消防署移転に伴う造成工事

流山市

９３，３５０，４００円（出資比率３０％）

令和４年６月２３日から令和５年７月３１日まで

特定ＪＶ

和田堀３号汚水幹線工事（Ｅ５－４０１）

流山市上下水道局

令和３年１２月４日から令和４年３月２８日まで

千葉県知事許可（般－３）第４７３１２号　　

土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、

しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業

業    者    経    歴    表

株式会社コウヨウ

代表取締役　大藤　瑠介

－９９７千円　(資本金額 １，０００千円）

流山市前ケ崎３８８番地の１

令和３年６月２９日



 







議案第  ４９  号  

 

 

   財産の取得について  

 市は、次の財産を取得する。  

  令和７年６月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

１  取得する財産  高規格救急自動車  ２台  

２  取 得 の 目 的  高規格救急自動車の更新  

３  取 得 金 額  １０７，５８０，０００円  

４  取得の相手方  千葉県千葉市中央区本千葉町９番２１号  

千葉日産自動車株式会社  

          代表取締役  山本  功  

５  契 約 方 法  指名競争入札  

 



参考資料  

 

高規格救急自動車概要  

 

１  車   種    日産パラメディック  

２  規   格    全長  ５，３３０ミリメートル  

全幅  １，８８０ミリメートル  

全高  ２，４９０ミリメートル  

３  エンジン出力  １４７ＰＳ  

４  駆   動    ４輪駆動方式  

５  乗車人員    ７名  

６  主な車両装備品及び付属品  

（１）ＬＥＤ赤色警光灯     

（２）モーターサイレン     

（３）心臓マッサージシステム  

（４）メインストレッチャー   

（５）間仕切り壁        

（６）搬送用アイソレーター   

（７）酸素吸入装置       

（８）自動吸引器       

（９）高度救命処置用資機材  

７  履行期間    議会の議決の日の翌日から令和８年２月１３日まで  



会 社 名

代 表 者

自 己 資 本 額

令和５年３月期

令和６年３月期

平　　　均

物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

物 品 名

発 注 者

契 約 金 額

納入年月日

過去の主な販売実績

高規格救急自動車（高度救命処置用資機材含む）

我孫子市

３８，９３３，６９１円

令和７年２月５日

高規格救急自動車

柏市

３４，０７８，０００円

令和７年３月６日

３９，４３２，０４４千円

業    者    経    歴    表

千葉日産自動車株式会社

代表取締役　山本　功

７，９５１，７６２千円　　(資本金額　５０，０００千円）　　　　　　

所 在 地 千葉県千葉市中央区本千葉町９番２１号本　　 　社

主 な 取 扱 商 品
及 び 事 業 内 容

（１）日産車・ルノー車・アルピーヌ車の新車販売
（２）各種中古車の販売
（３）車検・定期点検及び加工修理

過去２か年の年間
平 均 販 売 実 績 高

３６，７８９，５４３千円

４２，０７４，５４４千円



議案第  ５０  号  

 

 

   流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

 流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市赤城福祉会館の管理を指定管理者に行わせるためであ

る。  

 

 



流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条  

例  

流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例（昭和５２年流山市条例

第２１号）の一部を次のように改正する。  

 第５条の２第１項に次の１号を加える。  

（１４）流山市赤城福祉会館  

 第５条の３第１項第２号中「及び流山市江戸川台福祉会館」を「、流

山市江戸川台福祉会館及び流山市赤城福祉会館」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この条例による改正後の流山市福祉会館の設置及び管理に関する条

例（以下「改正後の条例」という。）に基づく流山市赤城福祉会館に

係る指定管理者の指定に関する手続及び指定管理者が流山市赤城福祉

会館の管理を行うための準備行為は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）前においても行うことができる。  

 （経過措置）  

３  施行日前に受けた流山市赤城福祉会館の地域ふれあいセンターに係

る使用の許可であって、施行日以後の使用に係るものは、改正後の条

例第５条の３第２項の規定により読み替えた改正後の条例第７条の規

定によりなされた許可とみなす。  

 



議案第  ５１  号  

 

 

   流山市いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

 流山市いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市いじめ対策調査会の委員の上限人数を増やすほか、教

育委員会がいじめの重大事態に係る調査を実施する場合におい

て、いじめを受けた児童等及びその保護者が同調査会によらな

い調査を希望するときは、教育委員会が直接調査を実施するこ

とを可能とするためである。  



   流山市いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例  

 流山市いじめ防止対策推進条例（平成２６年流山市条例第３８号）の

一部を次のように改正する。  

 第１６条第３項中「１０人」を「１２人」に改める。  

 第１７条第３項に次のただし書を加える。  

  ただし、いじめを受けた児童等及びその保護者が調査会によらない

調査を希望するときは、教育委員会が直接調査を実施することができ

る。  

  附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ５２  号  

 

 

流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について  

 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和７年６月１９日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山インターチェンジ西部地区地区計画の都市計画決定及び

平和台１丁目地区地区計画の都市計画変更に伴い、これらの地

区計画の地区整備計画区域について、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第６８条の２第１項の規定により建築物の用

途等の制限を定め、並びに東洋学園地区地区計画の都市計画変

更による当該地区計画の廃止に伴い、当該地区計画の区域を建

築物の用途等の制限の対象から外すためである。  

 

 

 

 

 

 

 



   流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例  

 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１６

年流山市条例第３７号）の一部を次のように改正する。  

別表第１東洋学園地区地区整備計画区域の項を削り、同表に次のよう

に加える。  

流山インターチェン

ジ西部地区地区整備

計画区域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された流山インターチェンジ西部地区地区計

画の区域のうち、地区整備計画が定められて

いる区域  

別表第２東洋学園地区地区整備計画区域の項を削り、同表中  

「      

 平和台１丁目地区

地区整備計画区域  

 以下に掲げる建築物以

外の建築物  

（１）老人ホーム、保育

所、福祉ホームその

他これらに類するも

の  

（２）店舗（専ら性的好

奇心をそそる写真そ

の他の物品の販売を

行うものを除く。）

又は飲食店で、その

用途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

３，０００平方メー

トル以内のもの 

（３）病院  

（４）老 人 福 祉 セ ン 

ター、児童厚生施設

その他これらに類す

 



るもの  

（５）ホテル又は旅館  

（６）事務所  

（７）前各号に掲げる建

築物に附属するもの 

    」  

を  

「      

 平和台１丁目地区

地区整備計画区域  

 （１）戸建住宅（長屋で

３戸以下のものを含

む 。 ） 

（２）寄宿舎又は下宿  

（３）倉庫業を営む倉庫  

（４）畜舎（動物病院及

びペットショップ等

で、動物の収容の用

に供する部分の床面

積の合計が１５平方

メートル以下のもの

を除く。） 

（５）射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券

売場その他これらに

類するもの 

（６）風営法第２条第１

項各号に規定する風

俗営業の用に供する

建 築 物 

（７）風営法第２条第６

項各号に規定する店

 



舗型性風俗特殊営業

及び同条第９項に規

定する店舗型電話異

性紹介営業の用に供

する建築物 

（８）事務所（データセ

ンターの用に供する

ものに限る。）  

 流山インターチェ

ンジ西部地区地区

整備計画区域  

産業・物流施設

地区  

以下に掲げる建築物以

外の建築物  

（１）輸送、保管、荷捌
さば

き、流通加工（物資

の流通の過程におけ

る 簡 易 な 加 工 を い

う。）その他の物資

の流通に係る業務の

用に供する倉庫、工

場又は事務所 

（２）店舗（専ら性的好

奇心をそそる写真そ

の他の物品の販売を

行うものを除く。）

又は飲食店で、その

用途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が 

１，５００平方メー

トル以下のもの  

（３）前２号の建築物に

附属するもの 

（４）公衆便所又は休憩

所  

 



  にぎわい創出地

区  

 以下に掲げる建築物以

外の建築物 

（１）水泳場  

（２）店舗（専ら性的好

奇心をそそる写真そ

の他の物品の販売を

行うものを除く。）

又は飲食店で、その

用途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が 

２，５００平方メー

トル以下のもの  

（３）事務所（その用途

に供する部分の床面

積の合計が３，５００

平方メートル以下の

もの）  

（４）スポーツの練習場  

（５）観覧場（その用途

に供する部分の床面

積の合計が２，０００

平方メートル以下の

も の ） 

（６）前各号の建築物に

附属するもの 

（７）公衆便所又は休憩

所  

（８）路線バスの停留所

の 上 屋 

 

    」  

に改める。  



 別表第３に次のように加える。  

平和台１丁目地区地

区整備計画区域  

 ３０／１０  

 別表第４中  

「      

 平和台１丁目地区地

区整備計画区域  

 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル 

 

    」  

を  

「      

 平和台１丁目地区地

区整備計画区域  

 ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル 。 た だ し 、 公 益 上

必 要 な 建 築 物 で 、 市

長 が や む を 得 な い と

認 め た も の は 、 こ の

限りでない 。 

 

 流山インターチェン

ジ西部地区地区整備

計画区域  

産業・物流施設

地区  

３ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 。 た だ し 、 公

衆 便 所 又 は 休 憩 所 に

つ い て は 、 こ の 限 り

でない。 

 

    」  

に改める。  

 別表第５東洋学園地区地区整備計画区域の項を削り、同表中  

「      

 平和台１丁目地区地

区整備計画区域  

 建 築 物 の 外 壁 又 は

こ れ に 代 わ る 柱 の 面

 



か ら 前 面 道 路 の 境 界

線 ま で の 距 離 は 、 １

号 壁 面 線 （ 平 和 台 １

丁 目 地 区 地 区 整 備 計

画 に お い て １ 号 壁 面

線 と し て 定 め ら れ た

壁 面 線 を い う 。 ） に

お い て 、 道 路 境 界 線

か ら １ ５ メ ー ト ル 以

上 、 ２ 号 壁 面 線 （ 平

和 台 １ 丁 目 地 区 地 区

整 備 計 画 に お い て ２

号 壁 面 線 と し て 定 め

ら れ た 壁 面 線 を い

う 。 ） に お い て 、 道

路 境 界 線 か ら ３ メ ー

ト ル 以 上 と す る 。 

    」  

を  

「      

 平和台１丁目地区地

区整備計画区域  

 建 築 物 の 外 壁 又 は

こ れ に 代 わ る 柱 の 面

か ら 前 面 道 路 の 境 界

線 ま で の 距 離 は 、 １

メ ー ト ル 以 上 （ １ 号

壁 面 線 （ 平 和 台 １ 丁

目 地 区 地 区 整 備 計 画

に お い て １ 号 壁 面 線

と し て 定 め ら れ た 壁

面 線 を い う 。 ） に お

 



い て は １ ０ メ ー ト ル

以 上 ） と す る 。 

 流山インターチェン

ジ西部地区地区整備

計画区域  

 

産業・物流施設

地区  

建 築 物 の 外 壁 又 は

こ れ に 代 わ る 柱 の 面

か ら 前 面 道 路 の 境 界

線 ま で の 距 離 は 、 １

号 壁 面 線 （ 流 山 イ ン

タ ー チ ェ ン ジ 西 部 地

区 地 区 整 備 計 画 に お

い て １ 号 壁 面 線 と し

て 定 め ら れ た 壁 面 線

を い う 。 ） に お い

て 、 道 路 境 界 線 か ら

２ ５ メ ー ト ル 以 上 、

２ 号 壁 面 線 （ 流 山 イ

ン タ ー チ ェ ン ジ 西 部

地 区 地 区 整 備 計 画 に

お い て ２ 号 壁 面 線 と

し て 定 め ら れ た 壁 面

線 を い う 。 こ の 項 に

お い て 同 じ 。 ） に お

い て 、 道 路 境 界 線 及

び隣地境界線から１５

メ ー ト ル 以 上 、 ３ 号

壁 面 線 （ 流 山 イ ン タ

ー チ ェ ン ジ 西 部 地 区

地 区 整 備 計 画 に お い

て ３ 号 壁 面 線 と し て

定 め ら れ た 壁 面 線 を

い う 。 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） に お い

 



て 、 道 路 境 界 線 及 び

隣 地 境 界 線 か ら １ ０

メ ー ト ル 以 上 と す

る 。 た だ し 、 次 に 掲

げ る 建 築 物 に つ い て

は 、 こ の 限 り で な

い 。 

（ １ ） 公 衆 便 所 又 は

休 憩 所 

（ ２ ） 安 全 保 安 員 詰

所 で 高 さ が ３ メ

ー ト ル 以 下 、 か

つ 、 床 面 積 の 合

計 が １ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 下 の も

の  

 にぎわい創出地

区  

建 築 物 の 外 壁 又 は

こ れ に 代 わ る 柱 の 面

か ら 前 面 道 路 の 境 界

線 ま で の 距 離 は 、 ２

号 壁 面 線 に お い て 、

道 路 境 界 線 及 び 隣 地

境 界 線 か ら １ ５ メ ー

ト ル 以 上 、 ３ 号 壁 面

線 に お い て 、 道 路 境

界 線 及 び 隣 地 境 界 線

か ら １ ０ メ ー ト ル 以

上 と す る 。 た だ し 、

次 に 掲 げ る 建 築 物 に

つ い て は 、 こ の 限 り

でない。 

 



（ １ ） 公 衆 便 所 又 は

休憩所  

（ ２ ） 路 線 バ ス の 停

留所の上屋  

（ ３ ） 安 全 保 安 員 詰

所 で 高 さ が ３ メ

ー ト ル 以 下 、 か

つ 、 床 面 積 の 合

計 が １ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 下 の も

の  

    」  

に改める。  

 別表第６に次のように加える。  

流山インターチェン

ジ西部地区地区整備

計画区域  

産業・物流施設地区  

にぎわい創出地区  

３１メートル  

   附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ５３  号  

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  令和７年６月１９日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

東深井字一ノ坪４６２番３７

同　　　　　所同　　番６６

東深井字宮前２００番３３

同　　　　所同　　番２５

東深井字甲１３１番１

同　　　所同　　番１

下花輪字寺下１４０５番３２

同　　　　所同　　　番３５

三輪野山一丁目９５３番２

三輪野山五丁目９２６番２

野々下３丁目７６５番２

同　　　　所同　　番１４

西平井字釘貫１０９９番７

同　　　　所同　　　番１４

野々下３丁目区画５２号線６００５２６

重要な
経過地

整理番号 路線番号 路　　線　　名

１ ０３２８５ 東深井区画２８５号線

２ ０３２８６ 東深井区画２８６号線

３ ０３２８７ 東深井区画２８７号線

４ ２３５０１ 下花輪１号自転車歩行者専用道路

５ ３９５１０ 三輪野山１０号自転車歩行者専用道路

７ ６６１１９ 西平井区画１１９号線











報告第  ２  号  

 

 

   継続費繰越計算書について  

 令和６年度流山市一般会計継続費繰越計算書について、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により、別紙

のとおり報告する。  

  令和７年６月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 4 衛生費 2 清掃費
一般廃棄物処理基本計画策定事
業

7,766,000 5,695,000 5,695,000 5,125,500 569,500 569,500 569,500

2
廃棄物処理施設延命化事業（ご
み焼却施設基幹的設備改良工
事・設計施工監理業務委託）

7,997,000,000 3,611,454,000 215,997,100 3,827,451,100 3,250,308,600 577,142,500 577,142,500 144,342,500 432,800,000

3 8 土木費 1 土木管理費 建築確認台帳システム構築事業 293,580,000 112,870,000 112,870,000 109,087,000 3,783,000 3,783,000 3,783,000

4 2
道路橋りょ
う費

名都借跨線橋道路拡幅改良事業 2,436,670,000 312,256,000 272,801,667 585,057,667 313,879,022 271,178,645 271,178,645 16,378,645 108,700,000 146,100,000

5 4 都市計画費
都市計画見直し事業（区域区分
等）

12,540,000 8,778,000 8,778,000 7,317,000 1,461,000 1,461,000 1,461,000

6 初石駅施設整備事業 2,775,800,000 550,326,000 1,224,139,000 1,774,465,000 928,000,000 846,465,000 846,465,000 401,471,000 192,653,000 56,800,000 195,541,000

7 9 消防費 1 消防費 中央消防署移転事業（建設工事) 3,064,000,000 2,245,500,000 576,735,000 2,822,235,000 1,120,900,000 1,701,335,000 1,701,335,000 297,635,000 1,403,700,000

8
中央消防署移転事業（工事監理
業務委託）

81,169,000 41,362,000 4,026,000 45,388,000 32,967,000 12,421,000 12,421,000 4,721,000 7,700,000

9 10 教育費 2 小学校費
おおぐろの森小学校校舎増築事
業

35,090,000 24,563,000 24,563,000 18,940,000 5,623,000 5,623,000 1,423,000 4,200,000

16,703,615,000 6,912,804,000 2,293,698,767 9,206,502,767 5,786,524,122 3,419,978,645 3,419,978,645 871,784,645 301,353,000 2,051,300,000 195,541,000

番
号

事 業 名 前 年 度 逓 次
繰 越 額

予 算 計 上 額

合　　　計

令和６年度流山市一般会計継続費繰越計算書

款 項

令 和 ６ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

翌 年 度 逓
次 繰 越 額

支出済額及び支
出 見 込 額

継 続 費
の 総 額 繰 越 金

特 定 財 源
計

残 額

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金

国県支出金 負担金



報告第  ３  号  

 

 

   繰越明許費繰越計算書について  

 令和６年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

別紙のとおり報告する。  

  令和７年６月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

1 3 民生費 1 社会福祉費 物価高騰支援事業（社会福祉課　追加支給分） 305,980,000 107,368,981 107,368,981

2 福祉会館整備事業
2,220,000 1,789,350 1,789,350

3 2 児童福祉費 私立保育所整備補助事業 26,100,000 26,100,000 26,100,000

4 4 衛生費 1 保健衛生費 出産・子育て応援給付金事業（健康増進課） 1,738,000 1,738,000 1,738,000

5 物価高騰支援事業（環境政策課） 41,495,000 41,495,000 41,495,000

6 8 土木費 2 道路橋りょう費 道路維持補修事業 131,348,000 36,260,000 32,600,000 3,660,000

7 名都借跨線橋道路拡幅改良事業 37,594,000 32,101,000 9,200,000 22,901,000

8 道路緑化事業 6,044,000 6,044,000 6,044,000

9 区画道路改良事業 241,836,000 231,443,000 94,088,000 119,900,000 17,455,000

10 3 河川費 利根運河エコパーク関連事業 26,335,000 26,335,000 19,700,000 6,635,000

11 雨水排水施設整備事業 84,998,000 64,852,500 18,162,000 37,600,000 9,090,500

12 4 都市計画費 初石駅施設整備事業 46,501,000 46,501,000 46,501,000

13 江戸川台駅東口周辺地区再整備事業 12,090,000 12,088,000 9,000,000 3,088,000

14 流山おおたかの森駅周辺まちなみづくり事業 3,960,000 3,960,000 3,960,000

15 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理負担事業 66,222,000 57,093,488 53,100,000 3,993,488

16 都市計画道路３・４・９号南流山名都借線道路改良事業 37,528,000 26,975,000 11,330,000 13,700,000 1,945,000

17 都市計画道路３・４・１９号大畔美田線道路改良事業 3,386,000 3,386,000 669,000 2,400,000 317,000

18 都市計画道路３・２・２５号下花輪駒木線道路改良事業 86,900,000 73,275,000 65,800,000 7,475,000

19 市野谷の森環境保全事業 22,540,000 22,540,000 6,210,000 13,300,000 3,030,000

20 良質なみどりの拠点保全事業 200,000,000 200,000,000 200,000,000

21 安心安全な公園づくり事業 21,827,000 21,827,000 16,300,000 5,527,000

22 9 消防費 1 消防費 防火水槽整備事業 12,000,000 12,000,000 12,000,000

23 消防指令業務運用事業 8,644,000 8,644,000 8,644,000

24 中央消防署移転事業 264,275,000 247,305,779 60,830,000 186,475,779

25 10 教育費 1 教育総務費 ＩＣＴ学習空間整備事業（国の追加補正分） 103,946,000 103,946,000 34,995,000 68,900,000 51,000

26 2 小学校費 小学校校舎等改修事業（国の追加補正分） 144,455,000 144,455,000 48,980,000 94,600,000 875,000

27 小学校設備改修事業（国の追加補正分） 36,130,000 36,130,000 12,159,000 23,700,000 271,000

28 小学校校舎等リニューアル事業（国の追加補正分） 463,408,000 463,408,000 152,172,000 311,000,000 236,000

29 おおぐろの森小学校校舎増築事業（国の追加補正分） 49,995,000 49,995,000 16,830,000 33,000,000 165,000

30 3 中学校費 中学校校舎等改修事業(国の追加補正分) 134,101,000 134,101,000 41,749,000 89,200,000 3,152,000

31 中学校設備改修事業（国の追加補正分） 39,658,000 39,658,000 13,278,000 25,900,000 480,000

32 常盤松中学校校舎増築事業（国の追加補正分） 183,953,000 183,953,000 48,709,000 134,700,000 544,000

款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額

金 額

令和６年度流山市一般会計繰越明許費繰越計算書

既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
番
号

市債

市債

市債

国庫支出金 市債

国庫支出金

国庫支出金 市債

市債

国庫支出金

市債

市債

市債

国庫支出金

国庫支出金

市債

市債国庫支出金

市債国庫支出金

国庫支出金 市債

市債国庫支出金

市債

市債

国庫支出金

市債

市債

国庫支出金

市債

市債国庫支出金

国庫支出金

国庫支出金

市債

市債

国庫支出金

負担金



国 県 支 出 金 そ の 他

円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額

金 額 既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳

未 収 入 特 定 財 源
番
号

国庫支出金

33 5 社会教育費 南流山センター施設整備改修事業 31,350,000 31,350,000 28,200,000 3,150,000

34 6 保健体育費 体育施設改修・整備事業（国の追加補正分） 38,203,000 38,203,000 12,713,000 25,000,000 490,000

2,916,760,000 2,536,321,098 662,645,981 1,299,630,000 574,045,117
合　　　　　　計

市債国庫支出金

市債



報告第  ４  号  

 

 

   事故繰越し繰越計算書について  

 令和６年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定において

準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。  

  令和７年６月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 



国 県
支 出 金

そ の 他

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 4 衛生費 1
保健衛
生費

保健センター施設整備事業 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000

本事業は、保健センターの高圧ケーブル更新工事を行うも
のであるが、高圧ケーブルの入荷に時間を要することから
工事の着工に遅れが生じ、年度内の事業完了が困難となっ
た。
事業の完了は、令和７年７月３１日の予定である。

2 8 土木費 4
都市計
画費

都市計画見直し事業 2,464,000 2,464,000 2,464,000 2,464,000

本事業は、流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定
土地区画整理事業の施行区域における都市計画の見直しを
行う事業であるが、土地利用計画の見直しに係る、土地区
画整理事業の事業計画変更時期が令和７年度以降に変更さ
れたことから、年度内の事業完了が困難となった。
事業の完了は、令和８年３月３１日の予定である。

3 初石駅施設整備事業 110,550,000 44,220,000 66,330,000 66,330,000 9,000,000 46,900,000 10,430,000

本事業は、初石駅東口駅前広場の整備を行うものであり、
東武鉄道株式会社に施行を委託している自由通路及び橋上
駅舎整備工事の進捗に遅れが生じ、当該工事の施工ヤード
として使用されている範囲において本事業の工事の着手が
出来なくなったことから、年度内の事業完了が困難となっ
た。
事業の完了は、令和８年１月３０日の予定である。

4 9 消防費 1 消防費 本部・署庁舎管理事業 656,700 656,700 656,700 656,700

本事業は、流山市常備消防発足６０周年を記念して記念誌
を発行するものであり、中央消防署移転事業に関する情報
を掲載する予定であったが、建設工事の工期延長により年
度内に事業を完了することが困難となった。
事業の完了は、令和７年９月３０日の予定である。

5 消防指令業務運用事業 1,319,790 219,900 1,099,890 1,099,890 1,099,890

本事業は、消防庁舎移転に伴う無線免許状の変更、無線機
転載作業及び関係備品の購入を行うものであるが、移転先
である中央消防署庁舎建設工事に遅れが生じており、移転
後に予定していた当該事業の年度内の完了が困難となっ
た。
事業の完了は、令和７年７月３１日の予定である。

116,970,490 44,439,900 72,530,590 72,530,590 9,000,000 46,900,000 16,630,590

令和６年度流山市一般会計事故繰越し繰越計算書

左 の 内 訳

支 出 負 担
行 為 額

事 業 名 未 収 入 特 定 財 源
既 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

番
号

合　　　計

説 明
支出負担行
為 予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

項款
支 出 済 額 支 出 未 済 額

左 の 財 源 内 訳



報告第  ５  号  

 

 

   繰越計算書について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、令和６年度流山市水道事業会計の繰越額の使用に関する計画に

ついて上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告す

る。  

  令和７年６月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 



令和６年度流山市水道事業会計継続費繰越計算書

予算計上額
前 年 度
逓 次 繰 越 額

計
損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的支出 1 建設改良費
おおたかの森浄水場新設配水
池築造事業

1,064,300,000 664,300,000 142,200,000 806,500,000 303,630,000 502,870,000 151,170,000 351,700,000

令和６年度流山市水道事業会計予算繰越計算書
地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債
工 事
負 担 金

円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的支出 1 建設改良費
おおたかの森浄水場新設配水
池築造工事に伴う場内配管工
事

112,827,000 112,827,000 112,827,000

おおたかの森浄水場新設配水
池築造工事施工監理業務委託

13,420,000 13,420,000 13,420,000

西平井浄水場ろ過機ろ材交換
工事

21,230,000 21,230,000 21,230,000

江戸川台主要配水管改良工事
（R6-1工区）

80,000,000 80,000,000 80,000,000

東部地域主要配水管改良工事
(R6-1工区）

75,000,000 75,000,000 75,000,000

東深井配水管改良工事（R6-1
工区）

65,000,000 65,000,000 65,000,000

美原2丁目配水管改良工事
（R6-2工区）

40,000,000 40,000,000 40,000,000

上貝塚ほか配水管改良工事
（R6-1工区）

40,000,000 40,000,000 40,000,000

長崎2丁目ほか配水管改良工
事（R6-1工区）

50,000,000 50,000,000 50,000,000

名都借配水管改良工事（R6-1
工区）

40,000,000 40,000,000 40,000,000

松ケ丘5丁目配水管改良工事
（R6-1工区）

6,642,300 6,642,300 6,642,300

南流山1丁目ほか配水管改良
工事（R6-1工区）

41,000,000 41,000,000 41,000,000

青田配水管改良工事（R6-1工
区）

35,000,000 35,000,000 35,000,000

駒木台配水管改良工事（R6-1
工区）

70,000,000 70,000,000 70,000,000

駒木配水管改良工事（R6-1工
区）

40,000,000 40,000,000 40,000,000

古間木配水管改良工事（R6-2
工区）

65,000,000 65,000,000 65,000,000

鰭ケ崎配水管改良工事（R6-1
工区）

38,000,000 38,000,000 38,000,000

翌 年 度 逓 次 繰 越 額 に
係 る 財 源 内 訳

不 用 額

左の財源内訳
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

翌年度逓次繰越
額に係る繰越を
要するたな卸資
産の購入限度額

令和６年度継続費予算現額
支払義務発生
( 見 込 ) 額

残 額

おおたかの森浄水場新設配水池築造工事が工期延期することによ
り、年度内の完成が困難となったため

おおたかの森浄水場新設配水池築造工事が工期延期することによ
り、年度内の完了が困難となったため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

西平井浄水場の井戸更生工事との工程調整が必要であったことによ
り、年度内の完成が困難となったため

隣接する横断歩道橋撤去工事に伴い、発注時期の調整を行ったこと
から、年度内完成が困難となったため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

予 算
計 上 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産の
購入限度額

款 項

款 項

502,870,000

円

継 続 費
の 総 額

翌 年 度
逓 次 繰 越 額

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

説 明

埋設管が集中しており、配管計画に時間を要したことから、年度内
完成が困難となったため

狭隘な現場であり、安全対策を含めた施工調整に時間を要したこと
から、年度内完成が困難となったため

隣接するガス管工事の遅延により、発注時期の調整を行ったことか
ら、年度内完成が困難となったため

隣接する下水道工事の遅延により、発注時期の調整を行ったことか
ら、年度内完成が困難となったため

狭隘な現場であり、安全対策を含めた施工調整に時間を要したこと
から、年度内完成が困難となったため

狭隘な現場であり、安全対策を含めた施工調整に時間を要したこと
から、年度内完成が困難となったため

隣接する民間の宅地建築工事に伴い、発注時期の調整を行ったこと
から、年度内完成が困難となったため

隣接する民間の宅地建築工事に伴い、発注時期の調整を行ったこと
から、年度内完成が困難となったため

事 業 名

事 業 名



損 益 勘 定
留 保 資 金

企 業 債
工 事
負 担 金

円 円 円 円 円 円 円 円

不 用 額

左の財源内訳
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

予 算
計 上 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産の
購入限度額

款 項 説 明事 業 名

前ケ崎配水管改良工事（R6-1
工区）

110,000,000 110,000,000 110,000,000

向小金3丁目配水管改良工事
（R6-1工区）

9,000,000 9,000,000 9,000,000

2 運動公園周辺地区配水管拡張
工事（R6-1工区）

72,475,000 72,475,000 22,475,000 50,000,000

運動公園周辺地区配水管拡張
工事（R6-2工区）

47,500,000 47,500,000 47,500,000

1,072,094,300 1,072,094,300 974,594,300 97,500,000

区画整理事業者である千葉県発注の造成工事の遅延により、年度内
完成が困難となったため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

区画整理事業者である千葉県発注の造成工事の遅延により、年度内
完成が困難となったため

先行工事である下水道工事の遅延により、年度内完成が困難となっ
たため

つくばエク
スプレス沿
線整備事業
費

合 計



報告第  ６  号  

 

 

   繰越計算書について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、令和６年度流山市下水道事業会計の繰越額の使用に関する計画

について上下水道事業管理者から報告があったので、別紙のとおり報告

する。  

  令和７年６月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治  

 



令和６年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

１　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

損 益 勘 定
留 保 資 金

企業債
国 庫
補助金

工 事
負担金

繰 越 工 事
資 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的支出 1 建設改良費 第5汚水枝線工事(E6-501) 102,600,000 102,600,000 60,000,000 21,300,000 21,300,000

第7-4汚水枝線工事(E6-741) 150,000,000 150,000,000 150,000,000

第7-4汚水枝線工事(E6-742) 119,009,800 119,009,800 65,609,800 26,700,000 26,700,000

第7-4汚水枝線工事(E6-743) 35,245,000 35,245,000 25,245,000 5,000,000 5,000,000

第7-6汚水枝線工事(E6-761) 102,709,000 102,709,000 69,709,000 16,500,000 16,500,000

第8汚水枝線工事(E6-801)(その
２)

29,250,000 29,250,000 21,600,000 3,800,000 3,850,000

西原第3汚水枝線工事(T6-301) 119,100,000 119,100,000 65,700,000 26,700,000 26,700,000

第3汚水枝線工事（E6-30A） 14,350,000 14,350,000 14,350,000

第5汚水枝線工事(E6-501)等に
伴うガス管等移設

19,000,000 19,000,000 19,000,000

若葉台団地汚水管改築工事（そ
の１）

66,500,000 66,500,000 400,000 33,600,000 32,500,000

若葉台団地汚水管改築工事（そ
の２）

60,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000

若葉台団地汚水管改築工事（そ
の３）

60,000,000 60,000,000 30,000,000 30,000,000

2
公共下水道（汚水）管きょ布設工
事（運公R6-1)

245,700,000 245,700,000 21,300,000 203,100,000 21,300,000

公共下水道（雨水）管きょ布設工
事（運公R6-1)

62,800,000 62,800,000 10,550,000 10,550,000 41,700,000

公共下水道（雨水）管きょ布設工
事（運公R6-2)

62,800,000 62,800,000 10,550,000 10,550,000 41,700,000

1,249,063,800 1,249,063,800 491,613,800 214,700,000 234,950,000 286,500,000 21,300,000

不 用 額

左 の 財 源 内 訳
支 払 義 務
発 生 額

翌年度
繰越額

合 計

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産の
購入限度額

つくばエクス
プレス沿線整
備事業費

先行する千葉県の造成工事が遅延したこ
とから、年度内の完成が困難となったた
め

千葉県の運動公園周辺地区区画整理事業
が遅延したことから、年度内の発注が困
難となったため

千葉県の運動公園周辺地区区画整理事業
が遅延したことから、年度内の発注が困
難となったため

埋設管が集中しており設計の再検討に時
間を要したことから、年度内の完成が困
難となったため

埋設管が集中しており設計の再検討に時
間を要したことから、年度内の完成が困
難となったため

埋設管が集中しており設計の再検討に時
間を要したことから、年度内の完成が困
難となったため

私道地権者の工事承諾を得るのに時間を
要したことから、年度内の完成が困難と
なったため

本体工事が遅延したことから、年度内の
完成が困難となったため

カメラ調査で不明であった箇所の設計に
時間を要したことから、年度内の発注が
困難となったため

カメラ調査で不明であった箇所の設計に
時間を要したことから、年度内の発注が
困難となったため

カメラ調査で不明であった箇所の設計に
時間を要したことから、年度内の発注が
困難となったため

埋設管が集中しており設計の再検討に時
間を要したことから、年度内の完成が困
難となったため

款 項 事 業 名
予 算
計上額

埋設管が集中しており設計の再検討に時
間を要したことから、年度内の完成が困
難となったため

国道事務所との国道６号線道路占用に係
る協議に時間を要したことから、年度内
の発注が困難となったため

埋設管が集中しており設計の再検討に時
間を要したことから、年度内の完成が困
難となったため

説 明



２　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

損 益 勘 定
留 保 資 金

企業債
国 庫
補助金

工 事
負担金

繰 越 工 事
資 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 下水道事業
費用

1 営業費用 流山市内水浸水想定区域図作成
業務委託

28,094,000 24,750,000 16,950,000 7,800,000 3,344,000

28,094,000 24,750,000 16,950,000 7,800,000 3,344,000合 計

款 項
翌年度
繰越額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

水防法に基づき流山市内水浸水想定区域
図を作成するに当たり、関係機関による
雨水台帳及び関係資料の提供に相当の日
数を要したため

事 業 名
予 算
計上額

支 払 義 務
発 生 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産の
購入限度額

説 明



報告第  ７  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和７年６月１９日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専

決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年４月１０日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部介護支援課の職員が、公務のため公

用車で道路を直進していたところ、前方の一時

停止中の相手方車両に追突したことによる人身

事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年２月６日  

３  発 生 場 所  流山市三輪野山一丁目１１６２番地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年４月１０日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２１，８２０円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和７年４月１６日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部社会福祉課の職員が、公務のため訪

問先付近の駐車場において公用車を駐車し、降

車しようとした際に、強風により運転席のドア

が大きく開いたことにより、当該駐車場に駐車

していた相手方車両の左後部座席のドアを破損

させたことによる当該相手方車両の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年１月９日  

３  発 生 場 所  流山市美原１丁目１２２９番地  

４  相 手 方  埼玉県吉川市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年４月１６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２７３，５７０円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年５月１６日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 件 名    健康福祉部介護支援課の職員が、公務のため公

用車で道路を直進していたところ、前方の一時

停止中の相手方車両に追突し、後部のドアを破

損させたことによる当該相手方車両の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和７年２月６日  

３  発 生 場 所  流山市三輪野山一丁目１１６２番地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年５月１６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ９９１，５９５円  

 

 



報告第  ８  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。  

令和７年６月１９日報告  

           流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  流山市北消防署敷地内で発生した物損事故に係る和解につい

て専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１の規

定により、次のとおり専決処分する。  

令和７年４月２１日  

流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  事 件 名  相手方が運転する車両が、流山市北消防署に隣

接する飲食店の駐車場において前進したとこ

ろ、当該消防署の敷地内のフェンスの基礎であ

るコンクリートブロックを破損させたことによ

る物損事故   

２  発 生 年 月 日  令和６年１２月１０日  

３  発 生 場 所  流山市美原２丁目１３９番地の１  

           （流山市北消防署敷地内）  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和７年４月２１日  

７  和 解 の 要 旨  市の損害額の全額を相手方が負担する。  

８  和 解 金 額  ５５，０００円  

 


